
大和市告示第２０号 

大和市つどいの広場こどもーる事業要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

平成３０年２月２日 

大和市長 大 木  哲 

 

大和市つどいの広場こどもーる事業要綱の一部を改正する要綱 

大和市つどいの広場こどもーる事業要綱（平成１９年大和市告示第１７９号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表大和市つきみ野一丁目６番地１の項を次のように改める。 

大和市つきみ野

五丁目３番地５ 

大和市こども

ーるつきみ野 

午後０時１５分か

ら午後５時１５分

まで 

(1) 日曜日、月曜日及び土曜日 

(2) １２月２９日から３１日まで及び

１月１日から３日まで 

(3) その他市長が必要と認める日 

別表大和市下鶴間一丁目２番１号の項休業日の欄中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号

を第２号とする。 

附 則 

この要綱は、平成３０年３月１日から施行する。 


